
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

規

則

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
二
十
四
号

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
行
政
組
織
規
則
（
平
成
十
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
第
一
項
の
表
企
画
調
整
部
の
項
中
「
土
地
・
水
調
整
課
」
を
「
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー

ス
ト
構
想
推
進
課
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
の
表
中
企
画
調
整
課
の
項
を
削
る
。

第
十
条
の
表
財
務
総
室
の
項
第
十
一
号
中
「
第
二
条
第
十
六
号
」
の
下
に
「
及
び
福
島
県
流
域
下
水

道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
福
島
県
規
則
第

号
）
第
二
条
第
五
号
」
を
、
「
も

の
」
の
下
に
「
並
び
に
福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

県
北
地
方
特
定
入
札
事
務
及
び
そ
の
他
地
方
特
定
入
札
事
務
に
係
る
も
の
」
を
加
え
る
。

「
（
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
推
進
室
）

十
一

福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
に
関
す

除
く
。
）
。

第
十
一
条
の
表
企
画
調
整
総
室
の
項
中

（
復
興
・
総
合
計
画
課
）

十
二

復
興
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

長
期
総
合
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

「
（
復
興
・
総
合
計
画
課
）

十
一

長
期
総
合
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

を

に
、

十
二

復
興
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

地
方
創
生
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
」

」

「
二
十
三

水
資
源
の
総
合

（
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

「
二
十
二

水
資
源
の
総
合
計
画
及
び
利
用
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」
を

二
十
四

福
島
イ
ノ
ベ
ー

を
除
く
。
）
。

計
画
及
び
利
用
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

・
コ
ー
ス
ト
構
想
推
進
課
）

に
改
め
、
第
二
十
一
号
を

シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

」

「
（
土
地
・
水
調
整
課

第
二
十
二
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

十
六

国
土
利
用
計

）

「
十
六

公
共
事
業
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

を

に
改
め
、
同
表
文
化
ス
ポ
ー

画
に
関
す
る
こ
と
。
」

十
七

国
土
利
用
計
画
に
関
す
る
こ
と
。
」

ツ
局
の
項
第
十
一
号
中
「
東
日
本
大
震
災
・
原
子
力
災
害
ア
ー
カ
イ
ブ
拠
点
施
設
」
を
「
東
日
本
大
震

災
・
原
子
力
災
害
伝
承
館
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
七
号

と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五

障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
表
環
境
共
生
総
室
の
項
第
九
号
中
「
及
び
」
の
下
に
「
管
理
並
び
に
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
表
農
業
支
援
総
室
の
項
中
第
四
十
号
を
削
り
、
第
四
十
一
号
を
第
四
十
号
と
し
、
第
四

十
二
号
を
第
四
十
一
号
と
し
、
第
四
十
三
号
を
第
四
十
二
号
と
す
る
。

第
十
七
条
の
表
第
十
九
号
中
「
第
二
条
第
十
六
号
」
の
下
に
「
及
び
福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会

計
に
関
す
る
規
則
第
二
条
第
五
号
」
を
加
え
、
「
）
及
び
」
を
「
）
並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
を
第
二
十
三
条
の
二
と
し
、
第
二
十
二
条
の
七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
医
療
調
整
担
当
課
長
）

第
二
十
三
条

第
二
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室

に
医
療
調
整
担
当
課
長
を
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
医
療
に
係
る
施
策
の
調
整
に

関
す
る
事
務
そ
の
他
特
に
指
示
さ
れ
た
事
務
を
掌
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
十
七
条
の
表
出
先
機
関
の
部
副
学
院
長
（
任
意
設
置
）
の
項
を
削
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
の
項
か
ら
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
の
項
ま
で
の

分
掌
事
務
の
欄
第
六
十
号
中
「
第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
」
を
「
第
一
号
か
ら
第
五
十
九
号
ま
で
」
に
改

め
、
同
欄
中
第
六
十
号
を
第
六
十
一
号
と
し
、
第
五
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
十

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
入
札
事
務
（
福

島
県
県
中
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
の
長
が
契
約
権
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
務

及
び
同
規
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
地
方
特
定
入
札
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
六
の
表
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山
の
項
中
「
組
込
技
術
工
学
科
」
を
「
知
能
───────────────────────────────────────────────────────────
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情
報
デ
ザ
イ
ン
学
科
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
浜
の
項
中
「
計
測
制
御
工
学
科
」

を
「
ロ
ボ
ッ
ト
・
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
学
科
」
に
改
め
る
。

「
肉
畜
科

別
表
第
一
の
七
の
表
福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
肉
畜
科
」
を

に
改
め
る
。

養
鶏
科
」

別
表
第
三
の
二
の
表
中
福
島
県
卸
売
市
場
審
議
会
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
の
二
の
表
中
福
島
県
卸

売
市
場
審
議
会
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
、
同
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

───────────────────────────────────────────────────────────
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